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４ 教育内容・方法・成果 

１ 現状の説明 

「教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針」 

 

(1) 教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか 

○ 学士課程の教育目標の明示 

○ 修得すべき学習成果の明示 

学科の設置目的と教育目標との整合性 

  本学科の教育課程は大学設置基準第19条第1項および理学療法士作業療法士学校養成

指定規則を踏まえており、その教育目標を「豊かな人間性」、「健全な社会性」、「高度な

専門性を持った理学療法士養成」としています。具体的展開として学年毎の教育到達目

標を定め、以下に示す方針で運営しています。 

1 年次はリハビリテーションと理学療法の概論、解剖学や運動学といった専門基礎科

目を学ぶと共に、地域の医療福祉施設の見学を通して理学療法の基礎的理解を深めます。

また、教養科目等により生物学的、社会学的および心理学的、発達学的理解を深め、幅

広い教養と知識を持った全人的資質を養います。2 年次は 1 年次の教育方針を継続し、

人体の構造および機能に関する基礎医学や主要疾患に関する成因・病態・診断・治療等

の臨床医学的知識と、理学療法の専門的基礎知識・技術を学び、理学療法士としての基

礎的能力を養います。3 年次は主として理学療法の臨床的専門領域について、その理論

と実際を講義や実習および地域保健医療や福祉施設での臨床実習の両面から学び、理学

療法の専門職業人としての基礎能力とチーム医療の役割について理解を深めます。また、

将来の理学療法教育および研究のための基礎的能力を養います。4 年次は主として地域

のリハビリテーション関連施設における臨床実習を中心に、実際に障害をもつ人々に対

する専門的な関わりの中で、卒業時の教育到達目標である専門的知識・技術の臨床応用

能力を習得させ人間的資質を養います。また、研究セミナーや卒業論文の作成を通じて、

指導者、教育者および研究者としての基礎的能力を養います。加えて現代社会における

様々な課題に立ち向かう力と人間性を養うと共に、専門基礎科目を理解するのに必要と

される自然科学系科目、社会科学系科目についても教養科目において実施しています。 

(2) 教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか 

○ 教育目標・学位授与方針と整合性のある教育課程の編成・実施方針の明示 

○ 科目区分、必修・選択の別、単位数等の明示 

学年制、教育科目区分の方法、 

必修・選択必修・選択等の区分、履修年次の指定、卒業要件単位数 

本学科では平成23年度より教育課程が新カリキュラムへと刷新されたため、学位授与

方針については平成23年度以後の入学生と平成22年度以前の入学生に分けて学生便覧に

明示しています。 

教育課程においては新および旧カリキュラム共、教養科目、専門基礎科目、専門科目

の 3 つの分野から構成されています。教養科目は「人間と文化」、「社会と制度」、「自然
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と科学」、「外国語」、「スポーツと健康」及び「総合領域」の 6 つの分野から構成されて

います。専門基礎科目は専門科目における知識や技術を習得するための基盤となるもの

であり「人体の構造と機能および心身の発達」、「疾病と障害の成り立ちおよび回復過程

の促進」、「保健・医療・福祉とリハビリテーションの理念」を教育内容としています。

専門科目は理学療法士としての専門性を高めるために必要とされる「基礎理学療法学」、

「理学療法評価学」、「理学療法治療学」、「地域理学療法学」、「臨床実習」の 5 つの分野

から構成されています。 

 履修の方法は必修科目が教養科目 2 単位（17 単位）、専門基礎科目 38 単位（35 単位）、

専門科目 61 単位（59 単位）、選択科目が 23 単位（13 単位）で、卒業必要単位数合計は

124 単位（124 単位）です（括弧内は旧カリキュラムの単位数を示す）。専門科目に含ま

れる臨床実習では病院等の医療機関において理学療法士の臨床実習指導者から必要な

知識と技術指導等を受けます。具体的には 1 年次後期に１単位（1 単位）の見学実習、2

年次後期に 2 単位（1 単位）の評価実習Ⅰ、3 年次後期に 3 単位（2 単位）の評価実習Ⅱ、

および 4 年次前期に 6 単位（7 単位）の総合臨床実習ⅠおよびⅡから構成されています

（括弧内は旧カリキュラムの単位数を示す）。 

  進級要件は新カリキュラムを適用している平成 23 年度以後の入学生は、1 年次に配当

されている必修科目 23 単位の全てと 8 単位以上の選択科目を認定されなければ 2 年次

へ進級できません。2 年次から 3 年次への進級は必修科目 52 単位の全てと 18 単位の選

択科目を認定されることで認められます。旧カリキュラムを適用している平成 22 年度

以前の入学生が 3 年次へ進級するためには 2 年次までに配当されている必修科目 60 単

位の全てと 6 単位以上の選択科目の認定が必要です。4 年次への進級は 3 年次までに配

当されている必修科目 93 単位の全てと 10 単位以上の選択科目が認定されなければなら

ないと定めています。 

(3) 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学の構成員（教職員

および学生等）に周知され、社会に公表されているか 

○ 周知方法と有効性 

○ 社会への公表方法 

本学では学生生活の手引きとしての学生便覧と、教養科目、専門基礎科目、専門科目

を含む全科目のシラバスを作成し、教育過程の編成・実施方針や単位履修の方法につい

て、教職員および学生へ周知しています。本学科の履修指導については、入学時および

各学年の前期授業および後期授業開始前に、各学年別に学年担任を主体に専任教員全員

参加のもとに各学年での履修科目の確認、欠席・遅刻・早退の扱い方を含めて詳細なオ

リエンテーションを実施しています。また、本学科のホームページ上で学習内容と各科

目のシラバスを掲載することにより社会へその内容を公表しています。 

(4) 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に

検証を行っているか 

検証する仕組みの整備、妥当性を評価する基準とその適切性 

 本学の教育開発センターが主催し、教務課が担当して学生による授業評価を前期およ

び後期開講の科目について実施しています。学生による授業評価の方法は、各科目の授

業で担当教員が学生に授業内容に関する 15 項目の質問が記載されたマークシート方式
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のアンケート用紙を配布し、「大変良い」から「大変悪い」までの 5 段階で評価を行っ

ています。加えてアンケートの 後に自由記述欄を設け、授業全体についての意見や感

想を記述できるようにしています。アンケート結果に関しては、各科目担当教員に提示

され、教育課程の編成や実施方針の適切性について再検討を行うとともに、学科全体の

結果を学科長が保管し、学科教員が自由に閲覧できるようにしています。 

 

「教育課程・教育内容」 

 

(1) 教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的に

編成しているか 

○ 必要な授業科目の開設状況 

○ 順次性のある授業科目・臨床実習の体系的配置 

臨床実習のあり方の検討 

○ 教養教育・専門教育の位置づけ 

 理学療法学科は理学療法士養成校として認可されている学科であるため、文部科学

省・厚生労働省令に示されている理学療法士作業療法士学校養成指定規則カリキュラム

に準拠しています。また、本学科の教育目標は「豊かな人間性」、「健全な社会性」、「高

度な専門性を持った理学療法士養成」とし、学部・学科等の理念・目的並びに大学設置

基準第 19 条に則り、教育課程は適正に編成され、シラバスや学生便覧に記載されてい

る内容に沿って授業科目が適切に講義されているものと判断しています。本年度は新カ

リキュラムの導入により旧カリキュラムと比較すると、専門基礎科目を１年次から開講

したため、理学療法士免許取得への目標が明確になったものと考えています。 

臨床実習は以下の如く実施され着実に理学療法士としての臨床応用能力を修得して

いるものと考えています。1 年次は原則として 1 名の学生が 1 実習施設において、リハ

ビリテーション医療および理学療法の実際を見学します。2 年次は原則として 1 名の学

生が 1 実習施設において、検査・測定手技の臨床的な実践を試みることで、理学療法ア

プローチの基礎となる評価手技の遂行力を培い、障害評価の重要性を認識します。3 年

次は原則として 1 名の学生が 1 実習施設において症例を担当することで、専門科目で学

んできた知識や技術を用い、問題点の抽出までを体験学習します。4 年次は原則として

1 名の学生が総合臨床実習Ⅰ・Ⅱでそれぞれ 1 実習施設において実習します。総合臨床

実習Ⅰでは症例の担当を通じて、検査測定および評価に基づいて立案した治療プログラ

ムの組み立て方を中心に実践までを学習します。総合臨床実習Ⅱでは症例の担当を通じ

て、検査測定から目標設定、治療プログラムの立案および治療の実践までの一貫した実

習を通して理学療法の総合的な能力を習得します。また、高齢社会に伴う老人保健施設

でのリハビリテーションの必要性から、総合臨床実習ⅠまたはⅡにおいて老人保健施設

での臨床実習も企画しています。この場合は 6 週間の老人保健施設での実習および 1 週

間の医療施設での実習を実施し、基本的手技の習得を目的とした治療中心の実習を体験

します。 

(2) 教育課程の編成・実施方針に基づき、学士課程に相応しい教育内容を提供しているか 

○ 学士課程教育に相応しい教育内容の提供 
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  教育課程における基礎教育においては内容の理解度の観点から 1、2 年次を中心に適切

に配置されています。一般教養的授業科目として人文社会科学系から自然科学系の科目

にわたって幅広く開講している点においては、広く深い教養や倫理性を身につけ、総合

的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するための措置としては適切であると考えます。

また、新カリキュラムにおいては 1 年次より開講した専門基礎科目により専門分野との

融合が図られる点が特徴となっています。3 年次には、1、2 年次に身に付けた基礎知識

から専門知識への応用を促す科目が展開され、4 年次での総合臨床実習や卒業研究へと

つなげています。4 年次では総合臨床実習を通して、理学療法士としての専門性を養い、

社会人としての自覚を持たせる教育内容となっていることが長所であると考えます。 

  

「教 育 方 法」 

 

(1) 教育方法および学習指導は適切か 

○ 教育目標の達成に向けた授業形態（講義・演習・実験等）の採用 

知識・技術・態度の修得に相応しい授業形態と方法 

○ 学習指導の充実 

ガイダンス・アドバイジング制度の整備 

○ 学生の主体的参加を促す授業方法 

専門基礎科目では人体構造と機能及び心身の発達として、解剖学、生理学、運動学の

講義および実習を並行して履修させています。学内の授業では模型を使用し人体構造を

立体的に理解できるように配慮したり、学生が被験者となる基礎実験を通して人体の生

理作用を体験させることで理解が深まるように企画しています。解剖学実習では札幌医

科大学解剖学教室と連携して、2 年次から献体の解剖実習を実施しています。専門科目

では理学療法評価学および理学療法治療学において、評価および障害別における理学療

法治療の講義や実習を並行して履修できる形態をとっています。 

  各々の授業科目の単位計算方法は、講義 1 単位 8 回、2 単位 15 回授業、演習 1 単位 15

回、実習 1 単位 24 回授業とし、成績評価としては授業中に実施される小テスト、課題、

定期試験などを設け、定期試験のみに偏らない成績評価を行っています。 

  特に本学科においては学年ごとに 2 名の担任を配置し、学年毎の運営をしています。

これに加えて 1、2 年次では教員 1 人に対して学生 8 名程度でアドバイザーグループを

形成し学生生活全般に対しての相談に対応しています。3、4 年次では 10 名程度の学生

を 1 グループとして理学療法士教員が卒業研究や卒業論文作成および国家試験対策を含

めた密接な専門的指導に当たっています。 

(2) シラバスに基づいて授業が展開されているか 

○ シラバスの作成と内容の充実 

各授業科目の達成目標の明示、受講要件の明確化（pre-requisite） 

授業計画の明示、準備学習の内容の明示 

成績評価基準及び成績評価方法の明示、参考文献等の明示 

  シラバスの内容は、科目名、担当者名、単位数、配当年次、開講期、授業の概要、到

達目標、授業計画、準備学習・事後学習、成績評価の具体的な方法、使用テキスト・参
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考文献、受講する学生への履修条件・留意事項から構成されています。特に、授業計画

には１回毎にテーマと全体を表す内容を記載し、学生が予め授業計画を読むことにより

各授業内容とその科目の全体を捉えやすいように配慮しています。学生に対しては各学

年および各学期のオリエンテーションにおいて、履修科目の選択およびシラバスの利用

法を詳しく説明し指導を行っています。 

(3) 成績評価と単位認定は適切に行われているか 

○ 厳格な成績評価（評価方法・評価基準の明示） 

GPA の適正な運用、成績評価に対するクレームへの対応 

  授業科目の評価基準は履修規定に明示されており、学期末の定期試験のみに偏重する

ことなく、課題レポート、小テスト、出欠の状況など日常の学生の授業への取り組みと

成果を十分考慮して成績評価を行っています。各々の科目の評価基準はシラバスに提示

すると共に授業の初回に成績評価法や成績判定基準を学生に対して説明と確認を行っ

ています。その内容は AA（秀）100～90 点、A（優）89～80 点、B（良）79～70 点、C（可）

69～60 点、D（不合格）60 点未満としています。また、今年度からは DH（D-Holding）

制度を設け、定期試験で 60 点に満たなかった学生に対しては単に再試験を行うだけで

なく、科目担当者が当該学生に対して個別指導を行い再度成績評価を行います。これに

より点数だけでなく、個々の学生の理解度に合わせた適切な教育が行えているものと考

えます。 

本学では世界標準的な学生の成績評価法である GPA（Grade Point Average）を導入し、

学生の成績をできるだけ詳細に把握しています。この GPA により個々の学生の年次毎の

成績や総合成績が明確になり、教育内容や方法の改善に活用しています。 

3、4 年次対象に年数回実施している国家試験対策模擬試験の分野別評価指標の平均点

などは、学内および臨床実習で身に付けた専門知識の程度を判断する参考資料として活

用しています。 

学生が成績評価に対する疑義がある場合は、所定の期間内に疑義の申立てを行うこと

ができ、当該科目の担当者はこれに対応することになっています。また、カリキュラム

の変更に伴い、平成 22 年度以前の入学生で進級要件を満たさず留年学生となった者に

ついては、当該科目が変更になっている場合についてのみ理学療法学科授業科目の読替

えを行い習得の判断を行っています。 

(4) 教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善

に結び付けているか 

○ 授業の内容および方法の改善を図るための組織的研修・研究の実施 

  教育上の効果を客観的に測定する方法の一つとして本学では学生による授業評価を実

施しており、形成的授業評価の観点からも重要と認識しています。授業評価の結果は各

担当教員に提示され授業改善のための基礎資料となっています。この結果を精査するこ

とで次年度の授業構成に活かし教育内容や方法が改善されているものと考えます。 

  教員の教育水準の維持や向上のための方策として本学では、ファカルティ・ディベロ

ップメントの一環として授業内容や方法の改善を図るための組織的な研修や研究会を

実施しており、本学科の教員もこれに参加しています。 
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「成   果」 

 

(1) 教育目標に沿った成果が上がっているか 

○ 学生の学習成果を測定するための評価指標の開発とその適用 

学位授与率、就職率・進学率、資格取得率等、卒業前総合統一試験の実施 

平成 23 年度においては 102 名の卒業見込者がおり、このうち卒業が認定された者は

95 名で学士授与率は 93％でした。就職に関しては、卒業確定者 95 名の内 94 名が就職

を希望し就職内定率は 100％でした。また、残り 1 名については大学院に進学し、進学

率は 1％となりました。国家試験合格率に関しては、卒業確定者 95 名全員が第 47 回理

学療法士国家試験を受験し、このうち 91 名が合格となり、本学の国家試験合格率は

95.8％でした。この結果は理学療法士国家試験の全国平均合格率 82.4％と比較すると比

較的高い数値であったと考えます。このような状況を踏まえ平成 24 年度に関しては、

個々の教員による教育効果の検討を日々行い、 終的に理学療法士国家試験合格率の向

上に努めています。また、GPA の導入により成績が低迷している学生を容易に抽出する

ことができ、当該学生への適切な個人指導が可能となりました。GPA の導入は学生にお

いても自己の成績を客観的にみることが可能となり、学習意欲の向上につながると考え

られます。総合的に評価し本学科における教育の成果は向上していると判断しています。 

(2) 学位授与（卒業認定）は適切に行われているか 

○ 学位授与基準、学位授与手続きの適切性 

複数教員による臨床実習および卒業研究の審査 

学外者による臨床実習の成績評価 

 本学科においては卒業に必要な単位数に満たない学生は卒業見込みとならず、結果と

して理学療法士国家試験受験資格が与えられません。このため個々の学生の成績につい

ては各教員が担当科目の成績評価に責任を持ち、結果を提出しています。また、各学年

において実施される臨床実習においては、臨床実習指導者と本学科の複数教員による成

績評価を行っています。臨床実習指導者による成績評価に関しては、年に 2 回開催され

る臨床実習指導者会議において判定基準の統一化を図っています。卒業研究に関しては、

指導はゼミ担当教員が行いますが、その発表会および論文の成績評価は複数教員によっ

て行われています。提出された結果および GPA 値を基に理学療法学科会議において厳正

に判断され、学科として卒業認定を行っています。 

 

２ 点検・評価 

全体的な目標の達成状況、喫緊に取り組むべき課題 

① 効果が上がっている事項 

シラバスが整備されたことによる学生の学習意欲の向上が見られたと考えています。

また、GPA の導入により学生個々の能力に合わせた教育効果についても成果があったも

のと判断しています。 

② 改善すべき事項 

本学科の教育課程の編成や実施方針に基づき適切な授業形態を採用すべきと考えま

すが、学生数が多い授業での講義法の改善や学生の理解度をリアルタイムに把握する方
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法など改善すべき事項が存在すると考えています。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

新カリキュラム導入により、より早い時期から理学療法士としての専門性を養うこと

が可能となり、目標の明確化に繋がっているものと判断しています。 

② 改善すべき事項（H25 年度の目標） 

理学療法士としての専門性を活かし、知的興味を引き出すような教育内容が効率良く

構築されるよう更なる改善が必要と考えます。特に臨床実習に関しては、貴重な臨床体

験と捉え、その目標を明確にすることで各臨床実習間の連携にも配慮したいと考えます。

加えて本学科では入学者全員が理学療法士の資格取得を目標としているため、全国の理

学療法士国家試験合格率が低下している状況の中でも、その教育レベルを維持し国家試

験合格率を高めることが重要な課題と捉えています。国家試験合格率の向上は、在学者

や保護者、延いては就職先からの信頼を得ることにも繋がるため緊急の課題と認識して

います。このため国家試験の受験科目内容について、常に意識を高く保つよう各学年の

学期末に実力試験を実施し、既に学んだ科目の繰返し学習を励行させ、日頃の学習環境

を醸成するよう指導すべきであると考えています。また、 終学年時においては就職活

動の解禁にこの実力試験の結果が反映される旨の指導を行うと同時に、ほぼ月一回の実

力試験を実施し、学生個々の学力向上に努め国家試験対策を継続させることとします。 

 

４ 根拠資料 

資料‐１ 北海道文教大学 人間科学部 2012 シラバス 

資料‐２ 北海道文教大学 2012 学生便覧 

資料‐３ 北海道文教大学・北海道文教大学大学院 学生による授業評価用紙 

 

 

理学療法学科 自己点検評価実施委員 

役 名 氏   名 

委員長 教 授 橘 内   勇 学科長 

委 員 准教授 田 邉 芳 恵 大学評価委員 

    

 


